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石狩市特定事業主行動計画

（次世代育成対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）

令和２年３月 策定

石狩市長

石狩市議会議長

石狩市教育委員会教育長

石狩市選挙管理委員会委員長

石狩市代表監査委員

北石狩公平委員会委員長

石狩市農業委員会会長

１ 計画の趣旨

本市は、平成15年7月に成立した「次世代育成支援対策推進法」を受け、平成17年４

月から10年間（前期５年間、後期５年間）の「石狩市特定事業主行動計画」を策定し、

市職員の仕事と子育ての両立を目指した職場環境の整備に努めてきました。

この法律が10年間延長されたことから、新たな「石狩市特定事業主行動計画」を策定

したところです。今般、「次世代育成支援対策推進法」の期限が令和７年３月31日まで

延長されたことに伴い見直しを行い、引き続き次代の社会を担う子どもの健全な育成を

図るため、職場における子育てがしやすい環境の整備に向けて取り組みます。

また、女性の参画拡大が政策決定過程に重要な意義をもたらすことから、平成28年4

月施行の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」

という。）」に基づき、女性職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推

進することで女性の活躍を図り、男女がともに仕事と生活を両立できる暮らしやすい社

会の実現へ向け積極的に取り組みます。

２ 計画期間

令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５年間を計画期間とします。

※ 次世代育成支援対策推進法は令和６年度末、女性活躍推進法は令和７年度末まで

の時限法。
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３ 推進体制

「石狩市特定事業主行動計画策定・推進委員会」を設置し、本計画の円滑な実施や達

成状況の点検を行い、また、必要に応じて計画の見直しなどの検討を行います。なお、

異動等の際には設置効果を損なわない委員構成に配慮します。

《 石狩市特定事業主行動計画策定・推進委員会の組織 》

役職 職名

委員長 人事所管部局の課長職

委員 人事所管部局の課長職が指名する課内の職員

男女共同参画に関する業務の所管部長が指名する所管課の職員

子育てに関する業務の所管部長が指名する所管課の職員

育児休業の取得者（人数及び該当者はその都度、委員長が決定）

厚田支所長又は浜益支所長が指名する支所内の職員

石狩市職員労働組合が推薦する職員 ２名

その他人事所管部局の課長職が所属長の承認を得て指名する職

員 ２名以下

事務局 人事所管部局

４ 具体的な内容

平成 27 年に策定した「石狩市特定事業主行動計画」の取組状況を検証し、この計画

策定のために設置した「特定事業主行動計画策定・推進委員会（育児休業取得者、市の

子育てに関する部局、男女共同参画に関する部局、人事部局等の職員 11 名で構成）」に

おいて、職員アンケートで職員の意見反映や女性職員の活躍に関する状況等を把握し、

協議を経て、策定しました。
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５ 女性職員の活躍に関する状況把握、課題分析

女性活躍推進法による本計画の一部改訂にあたり、下記の項目について把握及び分析

を行い、課題について数値目標を設定する。

① 女性職員の採用割合

任期の定めのない職員 （単位：人、％）

H31（R01） R02 R03 R04

採用数
女性

職員数

女性

の割合
採用数

女性

職員数

女性

の割合
採用数

女性

職員数

女性

の割合
採用数

女性

職員数

女性

の割合

事務職員 19 8 42％ 14 7 50％ 9 4 44％ 12 8 67％

技術職員

(土木・建築)
2 0 0％ 2 0 0％ 1 0 0％ 2 0 0％

技術職員

（保健師・保育士・看護師・

栄養士・言語聴覚士・社会福祉士）

3 3 100％ 2 1 50％ 1 1 100％ 1 1 100％

合 計 24 11 46％ 18 8 44％ 11 5 45％ 15 9 60％

会計年度任用職員※ （単位：人、％）

H31（R01） R02 R03 R04

採用数 女性職員数 女性の割合 採用数 女性職員数 女性の割合 採用数 女性職員数 女性の割合 採用数 女性職員数 女性の割合

会計年度

任用職員
48 25 52％ 61 37 61％ 125 80 64％ 68 37 54％

※H31（R01）は「臨時・非常勤職員」と読み替える。

➁ 平均継続勤務年数の男女差

任期の定めのない職員 （単位：年）

H31（R01） R02 R03 R04

男性職員 女性職員 男女差 男性職員 女性職員 男女差 男性職員 女性職員 男女差 男性職員 女性職員 男女差

事務職員 20 13 7 21 14 7 21 14 7 21 14 7

技術職員

（土木・建築）
22 7 15 22 8 14 22 9 13 22 10 12

技術職員

（その他）※1
14 16 2 16 18 2 18 17 1 17 17 0

全職員※2 20 14 6 21 15 6 21 15 6 21 15 6

※1 保健師、保育士、看護師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、社会福祉士、公務補

※2 特別職、再任用短時間勤務職員を除く
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③ 職員一人当たり各月ごとの超過勤務時間

※主幹職以下の職員 399 名[H31(R01)]、417 名(R02)、416 名(R03)、408 名(R04)の平均時間

⑤ 各役職段階に占める女性職員の割合 （単位：人、％）

H31（R01） R02 R03 R04

男 女 計 女性の割合 男 女 計 女性の割合 男 女 計 女性の割合 男 女 計 女性の割合

部長・部次長職 21 0 21 0％ 22 0 22 0％ 23 0 23 0％ 22 0 22 0％

課 長 職 54 6 60 10％ 52 6 58 10％ 51 6 57 11％ 52 7 59 12%

主幹・主査職 132 32 164 20％ 130 32 162 20％ 126 33 159 21％ 125 31 156 20%

主任・主事職 119 107 226 47％ 120 114 234 49％ 122 114 236 48％ 120 113 233 49%

合 計 326 145 471 31％ 324 152 476 32％ 322 153 475 32％ 319 151 470 32％

⑥ 男女別の育休取得率

H31（R01） R02 R03 R04

男性職員取得率 0％ 0％ 14％ 40％

女性職員取得率 100％ 100％ 100％ 100％

男女合計取得率 43％ 62％ 43％ 73％

※対象者：当該年度に子どもが生まれた職員数

⑦ 男性の配偶者出産休暇等の取得率

H31（R01） R02 R03 R04

配偶者出産休暇 75％ 100％ 77％ 90％

配偶者出産時育児休暇 0％ 40％ 46％ 100％

※配偶者出産休暇～職員の配偶者が出産する場合（3 日以内）

※配偶者出産時育児休暇～配偶者が出産する予定日の前後 8 週間、子（生まれた子及び小学校に

上がる前の子）の養育のため勤務しない場合（5 日以内）

任期の定めのない職員 （単位：時間）

平均時間 4 月 5 月 6 月 7 月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

H31(R01) 21.3 16.9 11.5 14.3 9.2 11.9 15.6 11.5 8.2 8.5 9.4 15.7

R02 17.5 12.9 8.7 9.2 6.1 8.5 10.3 8.1 7.1 8.3 8.5 16.7

R03 17.4 10.5 12.5 10.8 6.3 7.9 13.6 7.7 6.8 7.8 8.6 13.6

R04 16.1 11.6 11.3 10.7 7.7 10.8 12.2 11.4 8.2 8.2 8.3 13.3

④ 管理職の女性割合 （単位：人、％）

管理職数 男 女 計 女性割合

H31（R01） 75 6 81 7％

R02 74 6 80 8％

R03 74 6 80 8％

R04 74 7 81 9％

※管理職：部長職、部次長職、課長職
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⑧ 年次有給休暇の取得状況

H31（R01） R02 R03 R04

平均取得日数 11.9 日 13.4 日 13.8 日 13.4 日

⑨ セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況

別途定める、「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針」

及び「石狩市職員のハラスメント防止に関する要綱」に沿って、対応する。

（1）育児休業の取得による代替職員の確保

職員が育児休業を取得した場合には、育児休業の取得者の業務内容、育児休業の取

得期間、取得者が所属する組織の状況等を十分勘案し、「正職員による対応」、「任期付

職員による対応」、「会計年度任用職員による対応」、「所属部内の応援体制」等の有効

な方法により、代替職員を確保し、取得促進を図ります。

※ 上記の取るべき方法については、所属長と人事所管部局において、十分に協議を行った上

で取り進めることとします。

（2）男性職員の育児休業及び出産に関わる休暇の取得促進

子育ては男女が共に行うべきであり、職場の理解が充分ではないことなどにより男

性職員の取得が進まないことから、特に男性職員の育児休業の取得促進や休暇（特別

休暇及び年次休暇）の取得促進を図るため、各種の制度内容について、庁内 LAN 等を

活用し、全職員に周知徹底を図ります。

※ 制度内容についてのＱ＆Ａ集等を更新するとともに、庁内ＬＡＮ等を活用する等、制度の

周知徹底を図ります。

【特別休暇の制度内容】

～石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則より～

○配偶者出産休暇…職員の配偶者が出産する場合に、１日又は１時間の単位で３日以内

○子の看護休暇…養育している中学校就学前の子どもが負傷又は疾病にかかり世話をす

る必要がある場合に、１日、１時間又は 15 分単位で５日以内（中学校

就学前の子どもが２人以上の場合は 10 日以内）

○育児参加休暇…職員の配偶者が出産する際、当該出産に係る子ども又は小学校就学前の

子どもの養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合

に、１日又は１時間の単位で５日以内

Ⅰ 育児休業等（育児休業、部分休業、短時間勤務）や休暇の取得促進



6 / 9

（３）育児休業及び部分休業取得者への支援

職員が育児休業及び部分休業する際には、当該職員の了承を得たうえで、人事所管

課において所属長を通して課内に周知するなど迅速に情報を共有し、職員が取得しや

すい雰囲気づくりを支援します。

（４）休暇の取得促進

下記のような取組により、ワーク・ライフ・バランスを実現する休暇の取得を促進

するとともに、職場内での取得促進に向けた環境づくりを進めます。

① 所属長は、突発的な子どもの病気や用事等で職員が休暇を取得する場合におい

ても、業務に支障が出ないよう、職場内の事務分担の見直しや応援体制の構築等の

対応に努めます。

② 所属長は、職場内の事務処理体制の整備に努め、年次有給休暇と週休日、休日等

と組み合わせた連続休暇の取得の促進を図ります。

なお、所属長は、職員のライフスタイルに合わせた以下のような休暇の取得ス

ケジュールを作成し、職員間で共有する等、休暇を取得しやすい職場環境づくり

に努めます。

・ 週休日とその前後の平日を組み合わせた連続休暇

・ 祝日と組み合わせた連続休暇（ゴールデンウィーク等）

・ 入学式、卒業式、授業参観、運動会、学芸会等の学校行事に参加のための年次

休暇

・ 子どもの春休み、夏休み、冬休みに合わせた年次休暇

・ 職員や家族の誕生日等、家族の記念日に合わせた年次休暇

※ 上記の休暇の取得促進に向け、部長連絡会議や主管課長会議等を通し、所属長の理解を

深め、周知徹底します。

このような取組を通じて、令和６年度末までに、年次休暇取得日数を平均 12 日

以上とすることを目標とします。

（５）育児休業の制度の周知徹底

職場内での取得促進に向けた雰囲気づくりを進めるため、育児休業等の制度内容に

ついて、全職員が理解できるよう、庁内 LAN の活用に加え、様々な機会を通じ、より

効果的な周知徹底を図り取得を促進します。
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（６）妊娠・出産・育児に係る制度の個別説明及び相談対応

人事所管部局において、妊娠が判明した職員及び配偶者の妊娠が判明した職員に対

し、妊娠・出産・育児に関係する休暇や手当、給付金等の制度について、個別説明及び

相談対応を行い、安心して出産を迎えることができるようにします。

（７）育児休業の取得者に対する円滑な職場復帰の支援

所属長や人事所管部局において、育児休業中の職員に対し適宜連絡を取るとともに、

希望に応じて職場復帰に際しての不安を抱かぬよう、休業期間中における業務の動き

等について必要な情報の提供に努めます。

（８）時間外勤務の縮減に向けた取組

ワーク・ライフ・バランスを実現するにあたり、時間外勤務の縮減は不可欠である

ことから、下記の取り組みを実施します。

① 時間外勤務が多い部局については、他の同規模自治体の取組事例を研究し、

事務の効率化や軽減が図れるよう取り組みます。

② 恒常的に時間外勤務が行われている部局に対し、人事所管部局において所属

長とその事務処理体制の改善策等について協議する等の対応を行い、可能な限

り時間外勤務の縮減を図ります。

③ 一斉退庁日は、所属長は特別な事由がない限り時間外勤務命令をしないとと

もに、所属長の声掛け等、帰庁しやすい職場環境づくりに努めます。

④ グループウェアにより課内職員のスケジュール共有を徹底し、仕事を属人化

させない配分の見直しや繁忙期におけるシェアなど、所属長による業務改善を

助力します。

⑤ 勤務時間の実態を正確に把握するため、客観的な方法による勤怠管理のシス

テムを検討します。

※ 時間外勤務の縮減に向け、本計画のほか、行政改革大綱による取り組み（“業務管理・マ

ネジメントの強化”による業務改善等）を行うなどあらゆる方法により実施します。

【制度内容】

～石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則～

・１月において時間外勤務を命ずる時間について 45 時間が限度です。

・１年において時間外勤務を命ずる時間について 360 時間が限度です。

Ⅱ 時間外勤務の縮減
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（９）所属長による子育て職員等への配慮

人事所管部局によるヒアリング等で所属長に子育て職員や妊娠中の職員への時間外

勤務について制度内容を周知するとともに、配慮を求めるよう指導します。

また、人事異動に際し実施する職員の意向調査において、配慮すべき事項がある職

員の情報については、所属長に伝える仕組みを構築し、運用しているところですが、

その他様々な手法についても検討します。

※ 時間外勤務は組織全体の問題ではありますが、下記の規定に定めるとおり、特に子育て職

員等に対し、所属長の認識と理解が不可欠であり、人事所管部局として、所属長に配慮を求

めます。

【制度内容】

～石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例～

・３歳に満たない子どもを養育している職員が請求した場合は、業務に支障がない限り、

時間外勤務をさせることができません。

・小学校就学前の子どもを養育している職員が請求した場合は、業務に支障がない限り、

１ヶ月24時間、１年150時間を超えての時間外勤務や夜間（午後10時から翌日の午前

５時まで）における勤務をさせることができません。

～母性保護等に係る労働基準法～

・妊娠中または出産後１年を経過しない女性職員が請求した場合は、時間外労働や休日労

働、深夜業をさせることができません。

（１０）会議の勤務時間内実施

所属長は、各種会議の実施にあたり、会議出席者の精査・削減、やむを得ない場合

を除き、時間外勤務に及ばないような会議時間を設定するよう努めます。

※ 所属長は、電子メールの活用、事前の資料配布等により、会議や打ち合わせを効率化する

よう努めるとともに、支所や出先機関の職員が出席する本庁での会議等の実施にあたって

は、往復に要する時間や冬季の交通安全も考慮して、テレビ会議システムを活用し、原

則、時間外勤務に及ばないように努めます。
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（１１） 女性職員の管理監督職への登用

平成31年4月1日現在の市の女性職員の管理監督職（主査職以上）に占める割合は

15.4％であり、市の様々な政策や施策の決定過程に女性の感覚が反映されることに

より、バランスが取れた行政サービスの提供に繋がることから、令和６年度の目標を

20％に設定し、積極的に女性職員の管理監督職への登用を図ります。

※ 毎年度の人事異動方針に、能力に応じ、女性職員を管理監督職に積極的に推薦するよう

部長職に周知することや女性職員の人材育成に配慮しながら、意欲と能力による適材適所

の人事配置を通し、女性の管理監督職への登用を図ります。

（１２） 多様な勤務時間の導入

業務の一時的な繁忙に伴う職員の負担軽減や時間外勤務の削減のため、働き方改

革を進め、テレワークの活用など多様な勤務形態を検討します。

（１３） 子どもとふれあう機会の充実

次世代の親を育成するとともに自らが子育てを担うという意識を醸成するため、

子どもたちの社会科見学としての当市訪問を歓迎し、小中学生の理解の増進に協力

するなど、子どもとふれあう機会の創出を図ります。

（１４） 子ども・子育てに関する地域貢献活動

地域の子育て活動への参加に意欲ある職員が、機会を捉えて子どもが参加するス

ポーツ・文化活動への参加、地域に貢献する子育て支援活動に積極的に参加しやすい

職場の環境づくりに努めます。

各年度 4 月 1 日時点（％）

R2 R3 R4 R５ R６

女性登用率 15.7％ 16.3％ 16.0％ 17.6％

Ⅳ その他子育て支援

Ⅲ 女性職員の活躍推進


